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№６

■　糟屋６町合併研究会事務局　〒 811-2301  糟屋郡粕屋町大字上大隈 55 番１  糟屋郡自治会館内３階
■　電  話 939 - 9966　FAX 939 - 9967   E-mail  info@kasuya6gappei.jp

【経過報告】
　平成 19年８月 28日
　　第１回合併協議会設立準備会　合併協議会規約（案）について協議されました。
　　合併協議会の名称　糟屋６町合併協議会と称することを確認
　　合併協議会の事務所の位置　糟屋６町の町長が協議して定めた場所に置くことを確認
　　合併協議会委員構成
　　・町長、副町長
　　・糟屋６町の議会の議員
　　・糟屋６町の町長がそれぞれ推薦する学識経験を有するものを選出することを協議
　　合併協議会の経費の負担方法
　　・人口割および均等割り方式とすることを協議

酒
類
提
供
の
禁
止

提
供
さ
れ
た
運
転
者
が

▽
酒
酔
い
運
転
し
た
場
合

　

３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

▽
酒
気
帯
び
運
転
し
た
場
合

　

２
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
30
万
円
以
下
の
罰
金

同
乗
の
禁
止

▽
運
転
者
が
酒
酔
い
運
転
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
（
同
乗
者
が
酒
酔
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
認
識
）

　

３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

▽
運
転
者
が
酒
酔
い
ま
た
は
酒
気
帯
び
運
転
の
場
合（
前
記
以
外
）

　

２
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
30
万
円
以
下
の
罰
金

飲
酒
検
知
拒
否

30
万
円
以
下
の
罰
金

　
　
　
　
　
　
　

←

３
か
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

質疑応答を行う中嶋町長

救
護
義
務
違
反

５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

　
　
　
　
　
　
　

←

10
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

　

こ
れ
ま
で
は
飲
酒
運
転
な
ど
特
定
の
違
反
を
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
後
は
、
他
の
交
通

違
反
や
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
運
転
者
に
対
す
る
提
示
義
務
が
課

さ
れ
ま
す
。

免
許
証
提
示
義
務

　

５
万
円
以
下
の
罰
金

　
「
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
」事
故
を
起
こ
し
た
者
に
適
用
！

　
　

▽
７
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
禁
錮
ま
た
は
１
０
０
万
円
以

　
　
　

下
の
罰
金

　
「
危
険
運
転
致
死
傷
罪
」
二
輪
車

　

に
も
適
用
！

　
　

▽
20
年
以
下
の
懲
役

酒
酔
い
運
転

　

３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

　
　
　
　
　
　
　

←

　

５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

酒
気
帯
び
運
転

　

１
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
30
万
円
以
下
の
罰
金

　
　
　
　
　
　
　

←

　

３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

車
両
提
供
の
禁
止

　

提
供
さ
れ
た
運
転
者
が

▽
酒
酔
い
運
転
し
た
場
合

　

５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

▽
酒
気
帯
び
運
転
し
た
場
合

　

３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

　

道
路
交
通
法
が
一
部
改
正
さ
れ
、
平
成
19
年
９
月

19
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
正
で
は
、
未
だ
に
な
く
な
ら
な
い
飲
酒

運
転
や
、
飲
酒
運
転
を
隠
そ
う
と
す
る
悪
質
な
運
転

者
（
ひ
き
逃
げ
）
に
対
す
る
厳
罰
強
化
の
ほ
か
、
道

路
交
通
法
で
は
罰
則
が
な
か
っ
た
車
両
提
供
や
酒
類

提
供
、
ま
た
、
飲
酒
運
転
車
両
へ
の
同
乗
に
つ
い
て

も
新
た
に
罰
則
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
、
主
な
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
と
お
り

で
す
。

　

糟
屋
６
町
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
構
想
概
要
版

を
各
家
庭
に
配
布
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
７
月

か
ら
９
月
に
か
け
て
、
行
政
区
単
位
や
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
単
位
な
ど
で
、
町
執
行
部
や
議
会
議
員
、

町
民
み
な
さ
ん
の
参
加
の
も
と
、
ま
ち
づ
く
り

構
想
説
明
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

説
明
会
で
は
、
合
併
問
題
に
関
し
て
、
構
想

策
定
に
至
っ
た
経
緯
、
合
併
し
た
場
合
の
将
来

像
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
応
答
な
ど
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

目　

的
（
第
１
条
）

　

合
併
新
法
と
は
、
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の

推
進
に
よ
る
市
町
村
の
規
模
の
適
正
化
並
び
に
合

併
市
町
村
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
及
び
均
衡
あ
る

発
展
を
図
り
、
合
併
市
町
村
が
地
域
に
お
け
る
行

政
を
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
す
る
役
割
を
広

く
担
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

合
併
協
議
会
の
設
置
（
第
３
条
）

　

合
併
を
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
は
、
合
併
市
町

村
基
本
計
画
の
作
成
や
そ
の
他
合
併
に
関
す
る
協

議
を
行
う
た
め
、
合
併
協
議
会
を
設
置
し
ま
す
。

合
併
市
町
村
基
本
計
画
（
第
６
条
）

　

合
併
市
町
村
基
本
計
画
と
は
、
合
併
市
町
村
の

円
滑
な
運
営
の
確
保
及
び
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る

た
め
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
を
含
む
幅
広
い
内

容
を
盛
り
込
ん
で
作
成
す
る
計
画
の
こ
と
で
、
い

わ
ば
合
併
市
町
村
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
し
て
の

役
割
を
果
た
す
も
の
で
す
。
こ
の
計
画
は
、
合
併

協
議
会
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
都
道
府
県
が
実
施

す
る
事
業
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
ま
す
。

市
と
な
る
べ
き
要
件
の
特
例
（
第
７
条
）

　

新
設
合
併
の
場
合
、
人
口
要
件
は
３
万
人
以
上

で
そ
の
他
の
要
件
は
満
た
さ
な
く
て
も
よ
い
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

議
会
の
議
員
の
定
数
・
在
任
に
関
す
る
特
例

（
第
８
条
、
第
９
条
）

　

議
会
の
議
員
の
身
分
に
関
す
る
特
例
が
あ
り

ま
す
。

農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
等
に
関
す
る
特
例

（
第
11
条
）

　

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
は
、
一
定

数
以
内
、
一
定
期
間
に
限
り
、
引
き
続
き
在
任

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

地
方
税
の
不
均
一
課
税
（
第
16
条
）

　

合
併
市
町
村
の
全
域
に
わ
た
っ
て
均
一
の
課

税
を
す
る
こ
と
が
著
し
く
衡
平
を
欠
く
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
合
併
が
行
わ
れ
た
年
度
及

び
こ
れ
に
続
く
５
年
度
に
限
り
、
課
税
し
な
い

こ
と
又
は
不
均
一
の
課
税
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

旧
合
併
特
例
法
と
の
大
き
な
違
い
は
、
財
政

支
援
の
有
無
で
す
。
合
併
新
法
で
は
、
地
方
交

付
税
の
額
の
算
定
の
特
例
（
第
17
条
・
合
併
算

定
替
）
を
除
き
、
合
併
特
例
債
な
ど
旧
合
併
特

例
法
で
認
め
ら
れ
て
い
た
財
政
的
優
遇
措
置
は

廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
合
併
新
法
は
、
旧
法
に

よ
る
手
厚
い
財
政
支
援
を
な
く
し
た
う
え
で
、

平
成
17
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
22
年
３
月
31
日

ま
で
の
自
主
的
な
合
併
を
推
進
す
る
時
限
的
な

法
律
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
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g


